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１　はじめに

　今回は、個人情報保護条例に基づく開示請
求に対する一部不開示決定の取消訴訟に係る
主観的出訴期間について注目される判示をし
た最判平成28・3・10判時2306号44頁（以下「本
判決」という

＊1

）について解説することとする。

２　事案の概要

　Ｘは、平成23年12月20日、弁護士Ａを代理
人として、京都府個人情報保護条例に基づき、
京都府警察本部長Ｂに対して、Ｘの子が建物
から転落して死亡した件に係る自己情報の開
示請求を行った。Ｂは、平成24年３月８日、
Ｘの子の情報は、Ｘの「自己の個人情報」に
該当しないとして、Ｘ自身の情報であるとＢ
が考えた部分の一部開示決定を行った。他方
において、Ｂは、同年10月３日、本件各文書
のうち不開示部分に当たるものを黒塗りした
文書（以下「本件任意提供文書」という）を
Ａに任意提供した。その後、別件訴訟で死者
の個人情報が相続人自身の個人情報となりう
る旨の判示がされたことを受けて、Ｂは、改
めて、本件開示請求に対する一部開示決定（以
下「本件処分」という）を同月12日に行い、
京都府警察本部の担当者は、同日、Ａに電話
し、本件処分に基づき交付される文書（以下
「本件文書」という）は、本件任意提供文書と
同一内容である旨を伝えた。本件処分の通知
書（以下「本件通知書」という）は、同月15

日にＡに到達した。本件通知書には、不開示
とされた部分を特定してその理由が示されて
いたが、本件開示文書は添付されていなかっ
た。実際に本件開示文書がＡに到達したのは、
同月22日であった。Ｘは、平成25年４月19日、
Ａらを代理人として、本件処分のうち不開示
部分に係る決定の取消訴訟を提起した。
　取消訴訟は、処分があったことを知った日か
ら６月を経過したときは、提起することができ
ないが、正当な理由があるときは、この限りで
はない。Ｘが取消訴訟を提起した日は、本件通
知書をＸが知ったと認定される日から６月を経
過していたが、本件文書がＸに到達したと認
定される日からは６月を経過していなかったた
め、主観的出訴期間の経過の有無、経過して
いる場合の正当な理由の有無が争点になった。

３　一審判決

　京都地判平成26・7・15判例集不登載（以下
「一審判決」という）は、本件通知書がＡに到
達した日にＸは本件処分があったことを知っ
たので、取消訴訟の主観的出訴期間を経過し
ており、そのことについて正当な理由もない
として請求を却下した。

４　原判決

　控訴審の大阪高判平成27・1・29判例集不登
載（以下「原判決」という）は、本件通知書
のみでは不開示とされた情報の内容は不明で
あり、その内容を了知するには本件文書の到達
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を待つ必要があったので、本件通知書および
本件文書が一体となって本件処分の通知内容
を構成していると解すべきであるから、Ｘが本
件処分の存在を現実に知った日は、平成24年
10月22日であり、Ｘは主観的出訴期間内に出訴
したと判示して、一審判決を取り消した。

５　本判決

　本判決は、本件文書の送付は、本件処分の
事後手続であり、本件通知書が開示請求者に
到達した時点で本件処分が発効すると解し、
Ａに本件通知書が到達した平成24年10月15日
にＸが本件処分を知ったことになるから、本
件取消訴訟は主観的出訴期間を経過している
と判示した。そして、本件通知書において出
訴期間の教示がなされていることが明らかで
あり、また、本件通知書の記載は不開示部分
を特定して不開示の理由を付したものであっ
て、本件文書がＡの下に到達したのは、本件
通知書がＡの下に到達した１週間後である上、
Aが本件開示請求から本件訴訟に至るまで一
貫してXを代理して行動している等の事情に
よれば、本件取消訴訟が主観的出訴期間を経
過した後に提起されたことにつき「正当な理
由」があるということはできないと判示した。

６　解説

　最判昭和27・11・20民集６巻10号1038頁は、
処分のあったことを知った日とは、当事者が
処分の存在を現実に知った日を指すもので
あって、抽象的な知り得べかりし日を意味す
るものではないと判示した。
　情報公開条例や個人情報保護条例に基づく
開示請求に対する全部または一部開示決定の
事案においては、開示決定が先行し、その後、
開示の実施として、閲覧または写しの交付が
行われる。一部不開示とされた部分があれば、
実施機関は、その部分を特定し、理由を提示
する必要はあるが、開示請求者は、開示の実
施として閲覧または写しの交付が行われては
じめて開示部分の内容を具体的に知ることが
できるし、不開示部分の場所や分量も、開示
の実施段階で認識可能になる。このような特

殊性があるため、処分の存在を現実に知った
日は、開示等決定の通知書が開示請求者に到
達し、当該通知書の内容を現実に知った日と
解すべきか、それとも、開示請求者が開示文
書を閲覧し、またはその写しの交付が行われ、
その存在を現実に知った日と解すべきかが論
点になる。一審判決は前者、原判決は後者の
解釈を採用したが、本判決が前者の立場をとっ
たことにより、この問題に関する判例法が固
まったといえよう。また、本件においては、
本件任意提供文書が本件処分前にＡに交付さ
れており、本件文書が本件任意提供文書と同
一内容であることが本件処分時にＡに伝えら
れていたから、Ｘは本件文書が郵送される前
に、本件文書の内容を具体的に知ることがで
きたのであり、主観的出訴期間経過につき正
当な理由があるとはいえないと考えられる。
もっとも、一般論としては、開示の実施が大
幅に遅れたような場合には、主観的出訴期間
経過の「正当な理由」が認められることはあ
りえよう。

＊1	 本判決について、桑原勇進・法セ737号119頁、北島
周作・法教430号132頁、巽智彦・法教431号39頁、板
垣勝彦・季報情報公開・個人情報保護62号23頁参照。
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